
                 
 

1 

 

第９９回自衛隊員倫理審査会議事録 

 

１ 日 時 

  令和５年１０月２３日（月）１４時００分～１４時４５分 

 

２ 場 所     

  防衛省Ａ棟１４階 統幕第１大会議室 

 

３ 出席者 

  （委 員） 太田会長、髙木委員、山宮委員、諏訪委員 

  （防衛省） 五木田服務管理官  

 

４ 議 事 

(１) 開会の辞 

○ 太田会長 只今より「第９９回自衛隊員倫理審査会」を開催させていただきます。 

各委員の皆様におかれましては、御多忙中のところ御参集いただき、誠にありがとう

ございます。 

 

 (２) 第９８回自衛隊員倫理審査会議事録について 

○ 太田会長 それでは、本日の議題に入ります。 

議題の１番目は、前回の審査会の議事録の御承認をいただくことです。 

御手元の資料２「第９８回自衛隊員倫理審査会議事録」について、案はあらかじめお配

りしておりますが、御質問、御意見がありましたらお願いいたします。 

 

○ 委員 意見なし。 

 

○ 太田会長 ありがとうございます。それでは、議事録につきましては、特段の御意見

もないようですので、承認につきましては、他の議題についての議論を終えた後で、一

括して行いたいと思います。 

 

(３) 自衛隊員の倫理に関する国会報告について  

○ 太田会長 議題の２番目は、「自衛隊員の倫理に関する国会報告について」です。 

これは、当審査会として了承する性格のものではありませんが、内容を承知しておく

必要があります。 

それでは、服務管理官から御説明をお願いいたします。 

 

○ 服務管理官 自衛隊員の倫理に関する国会報告についてご報告させていただきます。

資料４が報告書本体でございますけれども、内容につきましては、資料３の概要で御説
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明させていただきます。 

 まず、毎年度自衛隊員の倫理の保持に関する状況について、国会に報告することが自

衛隊員倫理法第４条の規定により定められているところでございます。令和４年度に

つきましても、１０月６日（金）に既に閣議を経まして、国会に提出いたしました。 

報告書の内容につきましては、資料３の２の（１）からでございますけれども、各種

報告書の提出件数、それから倫理監督官への届出等の状況、懲戒処分等の状況、倫理法

等の適正な運用の確保等のための施策で構成されております。 

各種報告書の提出件数につきましては、四半期毎に審査いただいております件数を、

それぞれ贈与等報告書１,８４７件、株取引等報告書１１件、所得等報告書１２９件と

記載をしているところでございます。 

それから倫理監督官への届出などの状況でございますが、利害関係者との１万円を

超える場合の飲食の届出が５件、利害関係者からの依頼による講演等の承認につきま

しては、５２９件を記載しております。 

３番目の懲戒処分等の状況でございますが、令和４年度につきましては、懲戒処分が

１件、訓戒等の処分が１件ということで報告しております。 

４番目の倫理法等の適正な運用の確保等のための施策につきましては、自衛隊倫理

審査会が行った施策は、倫理審査会において提出された各種報告書について審査を行

ったほか、審議の中で色々御指導いただいておりますので、そういった内容や教育資料

等に関する御指導、御助言をいただき、教育資料等を省内で周知しているといったこと

を報告しております。 

それから防衛省全体で行った施策につきましては、これも毎年度実施しております

が、自衛隊員等倫理月間を令和５年１月の１か月間設置したということ、それからその

期間の中で行ったこととしまして、部外講師による講演を撮影したＤＶＤを作成、配布

したこと、全隊員を対象とした教育資料等による教育を行ったこと、部内啓発用、部外

用の各パンフレットの配布を行ったこと、それから事業者向けの e-ラーニング実施な

どを報告しております。また、各種研修におきまして、自衛隊員の倫理感のかん養・保

持のためのカリキュラムの充実を図りました。 

それから省内各機関においてそれぞれ行った施策につきましては、各種会議などにお

いて、倫理法の周知徹底などの指示を行っていること、研修における倫理講座の設定、

充実を図っていること、日常業務等において、管理・監督者から部下隊員への指導を実

施していること、管理監督者に対して指示・指導を実施しているということを報告いた

しました。 

本件については、以上でございます。 

 

○ 太田会長 ありがとうございました。それでは、本件について、御質問あるいは御意

見がありましたらお願いいたします。 

 

○ 委員 昨年度と比較しますと贈与等報告書の件数が増えておりますが、要因を教 
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えていただけないですか。 

 

 〇 服務管理官 ウクライナ情勢により、防衛研究所のテレビ出演等に対する謝礼が増

加したことが一番の要因であると承知しております。 

 

 〇 委員 

   その他の要因はありますか。 

 

 〇 服務管理官 その他の項目については、毎年多少の増減がありますし、一番の要因は

テレビ出演等に対する謝礼の増加であります。 

  

 〇 委員 分かりました。ありがとうございます。 

 

〇 太田会長 他に、御質問あるいは御意見ございますでしょうか。 

 

○ 委員 意見なし。 

 

○ 太田会長 それでは、自衛隊員の倫理に関する国会報告に関しましては、以上といた

します。 

 

(４) 令和５年度第１四半期贈与等報告書について 

○ 太田会長 議題の３番目は、「令和５年度第１四半期贈与等報告書」についての審査

でございます。この審査は、倫理法第６条の規定に基づいて、５千円以上の贈与を受け

た部員級以上の隊員が提出した令和５年度第１四半期の贈与等報告書を当審査会が審

査を行うものです。 

それでは、服務管理官から御説明をお願いいたします。 

 

○ 服務管理官 それでは、資料５から７について御説明をいたします。 

まず、資料５の左下の表をご覧いただきますと、黄色ハッチング部分については、令

和５年度第１四半期の件数及び２万円を超えるものの件数及びそれぞれの比率が記載

されております。隣の黒枠の部分については令和４年度第１四半期の内容が記載され

ております。 

比較する中で一番特徴的なものとして、テレビ出演の件数が昨年の同時期において

非常に多かったのに対して、今期は若干減少しており、その分全体の件数も減少してお

ります。それ以外の項目に関しては、特段大きな変化はございません。 

資料５の２枚目になりますが、機関別に見た場合には防衛研究所が５５％と一番多

くなっておりますが、昨年の同時期は７０％を超えておりましたので、テレビ出演が減

少したことが分かりますが、いずれにしても防衛研究所のテレビ出演等に対する謝礼
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は、他の項目と比較して件数は多くなっております。 

それでは、資料の６と７をご覧いただきながら、個別の内容を御説明いたします。ま

ず、資料６の１でございますけれども、今期３４７件中、利害関係がありますのは７件

になり、全体の件数については昨年の同時期の４６２件から１００件以上減少してお

ります。 

基因別の概要でございますが、一番多いものは先ほど申しました通り、（６）のテレビ

出演等に対する謝礼となっております。全体の内容は、（１）の物品等の贈与から順次

御説明申し上げます。 

まずは、（１）の物品等の贈与でございますが、１番から６３番までになります。１

番から７番は、外国政府からの儀礼的贈り物ということで、大使館からの贈与が報告さ

れています。８番から２６番までは表敬時の儀礼的贈り物ということで、珍しいものと

いたしましては、艦名と由来のある地域へ護衛艦が入港した際に、地方自治体から特別

住民票という木彫りの住民票が交付されたものがございました。２７番から３８番ま

では、就任祝いに対する贈与が報告されています。 

続いては、激励品になりますが、３９番から４８番までが派遣海賊対処部隊、４９番

から５７番までが在スーダン共和国邦人等の輸送任務部隊、５８番が海外における訓

練の参加者に対しての贈与となっております。最後に５９番から６３番はその他の物

品の贈与となっており、コンサートチケットや書籍などの贈与が報告されております。 

続きまして、６４番から８１番までが供応接待になりますが、主に在外公館との関係で

の会食が報告されております。 

続きまして著述に対する謝礼が８２番から１３２番の５１件になります。８２番か

ら１０９番までが自衛隊関係の機関紙への著述で２８件となっております。１１０番

から１１６番までが財団法人・社団法人が発行する月刊誌、ウェブサイト等への著述で

７件、１１７件から１３２番までが出版社等が発行する月刊誌、ウェブサイト等への著

述で１６件となっております。 

続きまして著述に対する印税で、１３３番から１３９番までの７件となっておりま

す。１３３番については、報酬が１，０００，０００円越えとなっておりますが、部数

が多いため高額となっており、一部当たりの額は高くありません。 

 続きまして、講演等に対する謝礼となりますが、利害関係ありが７件となっておりま 

す。これらの７件につきましては、医官等が製薬会社や医療機器メーカーから依頼を受 

けて講演を行ったものとなっております。それ以外につきましては、防衛大学校やウク

ライナ情勢に関する防衛研究所職員の講演が多くなっております。 

 なお最高額につきましては、１５８番の１時間あたり２２０，４６２円となっており

ます。 

続きまして、テレビ出演等に対する謝礼で１９７番から３４３番までの１４７件と

なり、前回の１８３件から減少傾向にあります。報告者の内訳については、防衛大学校

の３名を除いて、すべて防衛研究所員となっております。１件あたりの最高額は３１５

番になりますが、３０分で１００，０００円となっており、１時間あたりの額としても



                 
 

5 

 

最高額となります。 

最後になりますけれども、新聞等へのコメントに対する謝礼が３４４番から３４７

番で、４件になります。こちらは全て防衛研究所員がウクライナ情勢に関してコメン

トしたものになります。 

「令和５年度第１四半期の贈与等報告書」については、以上でございます。 

 

○ 太田会長 ありがとうございました。それでは、贈与等報告書につきまして御質問、

御意見がありましたら、お願いいたします。 

 

○ 委員 表敬に伴う儀礼的な贈り物はどういった経緯で、贈与を受けているのでしょ

か。 

 

〇 服務管理官 艦艇が入港する際や駐屯地及び基地等に自衛隊の関係者が御挨拶に来

られる際に贈与を受けるケースが多く、内容についてもお菓子などの食品の贈与を受

けることが多いです。 

 

〇 委員 民間企業や防衛関係の団体などの方々が訪問された際に手土産を持参された

ということですね。 

 

〇 服務管理官 おっしゃるとおりです。 

 

○ 委員 先ほど特別住民票の贈与の件がありましたが、住民登録をして住民票の交付

を受けたわけではなく、記念品として贈与を受けたということでよろしいですか。 

 

〇 服務管理官 おっしゃるとおりで、艦名と由来のある地域に護衛艦が入港した際に

地方自治体が記念品として木彫りの特別住民票を用意したものになります。 

 

〇 委員 艦名と由来のある地域に護衛艦が入港することは、珍しいことなのでしょう

か。 

 

〇 海幕 海上自衛隊の護衛艦は、艦名と由来のある地域へ年に１回、数年に１回の頻度

で寄港することがあり、その際に記念品の贈与を受けることはあります。 

 

〇 委員 特別住民票を贈与する文化があるのでしょうか。 

 

〇 海幕 特段そういった文化はございません。 

 

〇 委員 分かりました。ありがとうございます。 
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〇 太田会長 他に贈与等報告書について何かございますでしょうか。 

 

〇 太田会長 御質問、御意見等がなければ、贈与報告書等の報告書については以上とさ

せていただきます。 

 

(５) 議題の採択等について 

〇 太田会長 それでは、本日審議されました「第９８回自衛隊員倫理審査会議事録」、

「令和５年度第１四半期贈与等報告書」につきましては、各委員の皆様に承認をいただ

きたいと思いますので、御手元の決裁用紙にサイン又は押印をお願いいたします。 

 

(６) 閉会の辞 

○ 太田会長 それでは、皆様ありがとうございました。 

次回の審査会につきましては１２月中旬を予定しておりますので、スケジュールにつ

いては、委員の皆様の御都合を承りつつ、事務局より個別に連絡させていただきたいと

思います。 

以上で、本日予定しておりました議題につきましては、全て審議が終了いたしまし

た。本日は、御審議いただき誠にありがとうございました。 


